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汚水受入施設用親子蓋仕様書 
（ガタツキ防止型 180゜全開、360゜旋回蝶番受枠付、浮上防止金具付） 

 

１．適用範囲 

この仕様は大阪市が使用する汚水受入施設用親子蓋に適用する。 

 

２．製品構造・機能及び寸法 

２－１ 本品の構造及び寸法は、添付図面による。 

２－２ 蓋と枠の支持構造は、蓋と枠の接触面を機械加工した急勾配受けとし、外部荷重に対

し、がたつきを防止できることとし、蓋は互換性を有すること。 

２－３ 本品は、親蓋と枠は蝶番構造により連結され、蓋の取付け及び離脱が容易である

こと。また、雨水及び土砂の流入を防止できること。 

２－４ 親蓋の子蓋との嵌合部開口には、転落防止用金具を有すること。 

２－５ 子蓋は、親蓋を一旦開けてから外す構造とすること。 

２－６ 枠は、安全性の確保と昇降を容易にするため、一体鋳造による手持ちがあること。 

２－７ 蓋は、勾配の喰い込みに対して、本市指定開閉金具（別図－④）（以下、「開閉器

具」という。）の使用により軽く開蓋でき、180°転回及び 360°旋回できる構造で

あること。 

２－８ 施錠は、親蓋に取付けられ、閉蓋することにより枠と自動的に施錠し、マンホール

内の流体揚圧に対する浮上防止及び蓋の開閉操作が開閉器具を使用しない限り、容

易に開閉できない機能を有し、蓋上部よりの土砂侵入ができるだけ防止できるもの

であることとする。 

また、蓋の開閉操作は、蓋に設けられた開閉用穴に開閉儀具を挿入し開閉できるこ

と、蓋の開閉と錠の解除が一貫して行える形状であるものとする。 

２－９ 蓋は、マンホール管理 No プレート（7 桁・参考図面）を一行毎に現場で着脱でき

る構造であること。 

 

３． 製作及び表示 

製品は、納入業者自社工場または納入業者があらかじめ本市の承認を受けた製造会社の

工場で製作、組立てたものであり、責任表示として、蓋裏面に種類及び、呼びの記号、材質

記号、製造業者の社名または略号、製造年（西暦下二桁）をそれぞれ鋳出しすること。(別

図－①)ただし、納入業者と製造業者が違う場合は、両者の社名又は略号それぞれ鋳出しす

ること。 

また、枠に製造業者の社名又は略号、及び製造年（西暦下二桁）をそれぞれ鋳出しするこ

と。 

 

４． 塗 装 

塗装は、製品の内外面を清掃した後すべてに行い、異物の混入等がなく、均一な塗膜が
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得られる様に行うこと。また、乾燥が速やかで、密着性に富み、防食性及び耐候性に優れた

塗料で塗装しなければならない。塗装後の表面は泡、膨れ、塗り残し、その他欠点がないも

のとする。 

また、子蓋の災文字部は、黄色のエポキシ系樹脂塗装を災の文字を消さないように流し

込みによる着色を施すこと。膜厚は２mm 以上とする。製品は乾燥後、納入すること。 

 

５． 製品検査 

本仕様書に基づき製作された製品中、５－１－１、５－２の検査については、納品時

に、本市職員の指示に従うこと。 

５－１－２、５－１－３、５－３、５－４の検査については、国内の公的機関もしくは

第三者性を証明できる試験所（ISO/IEC17025 取得等）にて検査を行い、その証明書を提

出すること。また、本市が必要と認めた場合、検査員立会の上で検査を行う。 

検査合格品であっても、納入後、本市が必要とした場合には、その製品について再検査 

を指示することがある。 

全項目の検査に要する費用、また検査に供する製品は納入業者の負担とする。 

 

５－１外観、寸法、質量検査 

５－１－１ 外観検査 

外観検査は、塗装完成品で行い、傷、鋳巣、その他有害な欠陥がなく、外観

が良くなくてはならない。 

５－１－２ 寸法検査 

寸法検査は、添付図面に基づいて行う。 

蓋と枠の寸法は、JIS B 7502 に規定するマイクロメーター、JIS B 7507 に

規定するノギスなどを用いて測定する。 
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（単位：mm） 

鋳造加工 削り加工 

長さの許容差 肉厚の許容差 普通公差 

寸法の区分 並級 寸法の区分 並級 寸法の区分 ｍ(中級) 

120 以下 ±2 10 以下 ±2 
0.5 以上 

6 以下 
±0.1 

120 を超え 

250 以下 
±2.5 

10 を超え 

18 以下 
±2.5 

6 を超え 

30 以下 
±0.2 

250 を超え 

400 以下 
±3.5 

18 を超え 

30 以下 
±3 

30 を超え 

120 以下 
±0.3 

400 を超え 

800 以下 
±5 

30 を超え 

50 以下 
±4 

120 を超え 

400 以下 
±0.5 

800 を超え 

1600 以下 
±7 － － 

400 を超え 

1000 以下 
±0.8 

 

５－１－３ 質量検査 

蓋（部品を含む。）及び枠（部品を含む。）の質量は、それぞれ次表の値に適

合しなければならない。 

区 分 親 蓋 枠 子 蓋 公 差 

Ｔ－２５ 38.0kg 40.0kg 12.0 kg 
＋：制限しない。 

－：3% 

 

５－２ 機能検査 

蝶番は蓋裏取付方式とし、蓋と枠の取付け及び離脱が容易で、かつ 1 本の開閉器

具で 180゜垂直転回及び 360゜水平旋回が開閉器具を持ち替えることなくできるも

のであること。 

 

５－３ 荷重検査 

この検査は、５－１、５－２の検査を終了した製品を用いて、JIS A 5506（下水道

用マンホール蓋）で規定された試験方法によって行う。検査に際しては、別図－②の

ように供試体をガタツキのないように試験機定盤上に載せ、蓋の上部中心に厚さ

6mm の良質のゴム板（中央φ50mm 以下穴明）を載せ、さらにその上に長さ 500mm、

幅 200mm、厚さ 50mm の鉄製載荷板（中央φ50mm 以下穴明）を置き、更にその

上に鉄製やぐらを置き、その間に JIS B 7503 に規定する目量 0.01mm のダイヤル

ゲージを針が蓋中央に接触するように両端をマグネットベースで固定して支持する。

ダイヤルゲージの目盛りを 0 にセットした後、一様な速さで 5 分間以内に鉛直方向

に 210kN の試験荷重に達するまで加え、1 分間静置した後、静置後のたわみ及び荷
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重を取り去ったときの残留たわみを測定する。 

なお、試験前にあらかじめ荷重（試験荷重と同一荷重）を加え、枠と蓋を喰い込み

状態にしてから試験を行う。 

検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 

区 分 たわみ（mm） 残留たわみ（mm） 

Ｔ－２５ 3.5 以下 0.1 以下 

 

５－４ 破壊検査 

５－３荷重検査でたわみ及び残留たわみを測定した後、再度荷重を加え、破壊荷重

を測定する。 

検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 

区 分 破壊（kN） 

Ｔ－２５ 700 以上 

 

６． 材 質 

製品[蓋、枠、蝶番、その他鋳造部品]は JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）に準拠し、第７

項各号の規定に適合するものでなければならない。 

区分 材質記号 

蓋 FCD700 

枠 FCD600 

 

７． 材質検査 

この検査は、蓋及び枠について、Ｙブロックより採取した試験片によって行うものとす

る。 

 

７－１ Ｙブロックによる検査方法 

引張り、伸び、硬さの各検査に使用する試験片は、JIS G 5502 Ｂ号Ｙブロック（供

試体）を製品と同一条件で、予備を含め 3 個鋳造し、その内の 1 個を、別図－③に

示すＹブロックの各指定位置よりそれぞれ採取する。 

 

７－１－１ Ｙブロックによる引張り、伸び検査 

この検査は、JIS Z 2241(金属材料引張試験方法)に基づき、試験片を別図－

③に示す指定位置より採取し、別図－③に示す寸法に仕上げた後、引張強さ及

び伸びの測定を行う。 

検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 
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区 分 引張強さ（N/mm2） 伸び（％） 

蓋 700 以上 5～12 

枠 600 以上 8～15 

 

７－１－２ Ｙブロックによる硬さ検査 

この検査は、別図－③の指定位置より採取した試験片にて行う。 

検査方法は、JIS Z 2243-1（ブリネル硬さ試験－第 1部：試験方法）に基づ

き、硬さの測定を行う。 

検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 

区 分 ブルネリ硬さ HBS（HBW）10/3000 

蓋 235 以上 

枠 210 以上 

 

７－１－３ Ｙブロックによる黒鉛球状化率判定検査 

この検査は、別図―③の指定位置より採取した試験片にて行う。 

検査方法は、７－１－２の硬さ検査を行った試験片を良く研磨し、JIS G 

5502 の黒鉛球状化率判定試験に準じて黒鉛球状化率を判定する。 

検査基準は次表のとおりとする。 

区 分 黒鉛球状化率（％） 

蓋 80％以上 

枠 80％以上 

 

８． 再 検 査 

上記各項目の検査のいずれかにおいて規定値を満足しない場合は、その項目について再

検査を行う。 

再検査に使用する供試体は、Ｙブロックについては第７項第１号において予備に鋳造し

た残り 2 個を、製品については本市職員が指示した組数を使用する。 

ただし、再検査項目については、Ｙブロックについては 2 個とも、製品については本市

職員が指示した組数すべてを合格しなければならない。 

 

９． 一般事項 

本仕様書の単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。 
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 別図－③ 

 

Ｙブロック検査の試験片採取位置 
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〔 参 考 図 面 〕


